令和８年３月30日　

春日井市における情報システムの標準化に係る情報提供依頼

春日井市DX推進部情報システム課　

１　依頼の目的
　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第40号）に基づき、国が示す標準仕様に準拠した情報システムへの移行を実施するにあたり、参考資料として活用することを目的として情報提供を求めるものです。

２　情報提供依頼の概要
　（１）情報システムの対象業務
　　標準化対象業務のうち、別表に示す18業務
　（２）質問票の提出期限
　　　質問がある場合は、質問票を次の期限までに提出してください。
　　　令和８年４月６日（月）午後５時
　　　※質問に対する回答は当市ホームページに令和８年４月13日（月）までに掲載します。
　（３）回答票の提出期限
　　　令和８年４月20日（月）午後５時
　（４）提出方法
　　　各期限までに、６問い合わせ先の電子メール宛てに提出してください。

３　前提事項
（１）対象業務の移行期限
令和10年１月末まで
（２）当市の現状
人口（令和８年３月１日時点）304,638人

４　留意事項
　回答にあたっては最新版の標準仕様書をご確認ください。
・参考_デジタル庁「標準準拠システム 標準仕様書」
　　　https://www.digital.go.jp/policies/local_governments#specification
・参考_デジタル庁「共通機能の標準仕様」
　　　https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/common-feature-specification

５　その他
　・本件の情報提供に必要となる費用は、情報提供者がご負担ください。また、提供いただいた資料は返却しません。
　・提供いただいた内容は、本目的にのみ利用するものであり、情報提供者に断りなく第三者への提供は行いません。
　・本件は、今後の調達・契約を保証するものではありません。
　・提供いただいた内容について、後日問い合わせする場合があります。


６　問い合わせ先
　春日井市DX推進部情報システム課　住民情報システム担当
　電話　0568-85-6125
　電子メール　joho@city.kasugai.lg.jp


別表

対象業務一覧
	項番
	業務名

	1
	住民記録

	2
	選挙人名簿管理

	3
	固定資産税

	4
	個人住民税

	5
	法人住民税

	6
	軽自動車税

	7
	国民年金

	8
	国民健康保険

	9
	後期高齢者医療

	10
	印鑑登録

	11
	介護保険

	12
	共通機能_申請管理

	13
	共通機能_庁内データ連携

	14
	共通機能_住登外者宛名番号管理

	15
	共通機能_団体内統合宛名

	16
	共通機能_EUC

	17
	共通機能_統合収納管理

	18
	共通機能_統合滞納管理



